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○委託業務の委託業料の支払（１）～（２）の説
明を頂きたい。

●仕様書の２の（１）についての説明は次のとおりです。
　・各年度の委託料の執行に当たっては、各年度の業務開始前に執行計画書を作
成の上、当公社の承認を受ける必要があります。
　・各年度の維持修繕費、管理業務費別の執行計画額については以下のとおりで
す。この各年度の執行計画額をさらに月別に額を分けて作成する必要があります。
　【維持修繕費】維持修繕費の総額は、調達公告の３の（３）中の２９，７７８，０００円
（委託期間中の総額）になります。年度別の額は公社が示しますので、受託者で各
年度の各月別の額を過去の実績等を踏まえ決定してください。
　【管理業務費】管理業務費の総額は、今回入札の落札額になります。年度別の額
は、令和７年度は約３５％、令和８年度は約６５％の割合を乗じた額となりますので、
受託者で各年度の各月別の額を決定してください。

●仕様書の２の（２）についての説明は次のとおりです。
　・公社は、受託者から毎月報告される業務実施状況報告書の実施状況を検査の
上、委託料の額を確定します。
　・委託料のうち維持修繕費の額は、執行計画額に定められた当該月分の維持修
繕費の上限額と、当該月に受託者が要した維持修繕費の実支出額のいずれか低
い額となります。
　なお、当該月に受託者が要した維持修繕費の実支出額には、前月分以前の維持
修繕費の実支出額のうち、前月以前分の上限額超過により未払いとなっている額も
含みます。
　・委託料のうち管理業務費の額は、執行計画額に定められた当該月分の額となり
ます。
　・委託料の支払い時期については、前月分の業務実施状況報告書を翌月１０日ま
でに公社に報告していただければ、公社はその月の２５日に支払いを行います。
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○２　事前提出書類
調達公告の５の（１）の事前提出物は、次のとお
りとし、提出部数は各１部とする。
（２）競争入札参加資格者名簿では調達公告の
２の（４）に該当することが明らかにならない者に
あっては、これに該当することを証する地方税
法施行規則（昭和29年総理府令第28号）第10号
様式の書面（法人県民税及び法人事業税に係
る課税標準の分割に係る明細書（その１）の写
し）とは、どのような書類ですか。

●入札説明書２の（２））の書類の提出が必要となるのは、本社所在地が鳥取県外
の法人が鳥取県内に支店等を有している場合です。当該書類は、本社が所在する
都道府県の税務事務所に対して提出されているもので、税務事務所に提出された１
枚目と鳥取県内の支店等が記載されているページの写し（コピー）を提出してくださ
い。
　なお、本社所在地が鳥取県内の場合は、競争入札参加資格者名簿で調達公告の
２の（４）に該当することが確認できますので、当該書類の提出は必要ありません。
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